
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格
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店舗兼住宅 店舗、民宿等が混在して
いる商業地域

新島港1.5 ㎞

新島村本村地区の中心部に存
し、土産物屋、飲食・小売店
舗が多い地域

６ｍ村道 新島港1.5 ㎞

　人口減少と高齢化に加え、新型コロナによる来島者制限により、島
内経済は冷え込み、不動産市場も下落傾向を示している。

　本村地区中心部の商業地域であるが、コロナ禍による来島者数の減
少が商業収益性へ影響を与えており、地価は弱含み傾向にある。

　個別的要因に変化はなく、代替・競争関係にある不動産と比し、特
段の優劣、競争力の程度に変動は認められない。

当分の間は現状維持で推移するものと予測されるが、人口及び世帯数は減少傾向で推移している。一方、高齢化
の進展に加え、コロナ禍の影響もあり地価は横ばい又はやや下落傾向で推移すると予測される。
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円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

　既成集落内の宅地の為、原価法による積算価格は求められず、新島村内には賃貸市場が形成されていないので収益還
元法も適用出来なかった。しかしながら、本村地区及び周辺の類似地域において実際に市場で発生した取引事例に適切
な補修正を行って得られた比準価格は、信頼性及び実証性が高く、一定の説得力を有すると判断された。したがって、
比準価格を標準として鑑定評価額を上記の通り決定した。

　同一需給圏は、新島村内の商業性のある地域を中心とした圏域である。土地の需要者は、島内居住者と公共団体が殆
どで島外者の土地取得は極めて少なく、需要の中心は特に存しない。土地取引は、更地または老朽化した建物付で総額
２００万円から８００万円程度の取引が中心であるが、血縁関係による縁故取引が多く、地価に比し建物建築コスト、
建物解体コストも高いことから、取引価格に大きな幅がみられる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

新島(都) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 5

新島(都)　5 － 1 東京都 多摩第１ 不動産鑑定士  大山　宏毅          

大山不動産鑑定

令和 4 6 21

令和 4 7 1

新島村本村五丁目４６８番１
「本村５－５－１７」

721

1：1.2 ＲＣ 2
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